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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年8月8日(2013.8.8)

【公開番号】特開2012-10735(P2012-10735A)
【公開日】平成24年1月19日(2012.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2012-003
【出願番号】特願2010-147305(P2010-147305)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  37/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ  37/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月25日(2013.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対のマイクロニードルアレイ要素を貼り合わせてなることを特徴とするマイクロニード
ルアレイ。
【請求項２】
　請求項１記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記マイクロニードルアレイ要素は要素基材とマイクロニードル要素とから構成されて
いることを特徴とするマイクロニードルアレイ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記マイクロニードルアレイ要素は半割り形状をなしていることを特徴とするマイクロ
ニードルアレイ。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記マイクロニードルアレイ要素の先端部は非接着状態になっていることを特徴とする
マイクロニードルアレイ。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記マイクロニードルアレイ要素の先端部には対向するマイクロニードルアレイ要素側
に突出したオフセット部が設けられていることを特徴とするマイクロニードルアレイ。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記マイクロニードルアレイ要素にはかえし用凸部が設けられていることを特徴とする
マイクロニードルアレイ。
【請求項７】
　請求項１～請求項６の何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記マイクロニードルアレイ要素には縦流路用凹部又は横流路用凹部が形成されている
ことを特徴とするマイクロニードルアレイ。
【請求項８】
　請求項１～請求項７の何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、
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　先端部には横孔が設けられていることを特徴とするマイクロニードルアレイ。
【請求項９】
　請求項１～請求項８の何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、
　上記一対のマイクロニードルアレイ要素の長さを変えるようにしたことを特徴とするマ
イクロニードルアレイ。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９の何れかに記載のマイクロニードルアレイを、一対のマイクロニー
ドルアレイ要素の貼り合せ方向に複数連結するようにしたことを特徴とするマイクロニー
ドルアレイ。
【請求項１１】
　一対のマイクロニードルアレイ要素を用意し、
　上記一対のマイクロニードルアレイ要素を貼り合わせることによりマイクロニードルア
レイを得るようにしたことを特徴とするマイクロニードルアレイ製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載のイクロニードルアレイ製造方法において、
　上記一対のマイクロニードルアレイ要素を貼り合わせる際、それぞれの先端部を非接着
状態とするようにしたことを特徴とするマイクロニードルアレイ製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は請求項１２記載のマイクロニードルアレイ製造方法において、
　上記マイクロニードルアレイ要素は、上型及び下型を使用した射出成型法により成形さ
れ、その際、上記マイクロニードル要素の軸方向が上記上型及び下型の抜き方向に対して
直交する方向に指向されていることを特徴とするマイクロニードルアレイ製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
上記課題を解決するべく請求項１に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、一
対のマイクロニードルアレイ要素を貼り合わせてなることを特徴とするものである。
又、請求項２に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１記載のマイク
ロニードルアレイにおいて、上記マイクロニードルアレイ要素は要素基材とマイクロニー
ドル要素とから構成されていることを特徴とするものである。
又、請求項３に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１又は請求項２
記載のマイクロニードルアレイにおいて、上記マイクロニードルアレイ要素は半割り形状
をなしていることを特徴とするものである。
又、請求項４に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項３の
何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、上記マイクロニードルアレイ要素の先
端部は非接着状態になっていることを特徴とするものである。
又、請求項５に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項４の
何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、上記マイクロニードルアレイ要素の先
端部には対向するマイクロニードルアレイ要素側に突出したオフセット部が設けられてい
ることを特徴とするものである。
又、請求項６に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項５の
何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、上記マイクロニードルアレイ要素には
かえし用凸部が設けられていることを特徴とするものである。
又、請求項７に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項６の
何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、上記マイクロニードルアレイ要素には
縦流路用凹部又は横流路用凹部が形成されていることを特徴とするものである。
又、請求項８に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項７の
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何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、先端部には横孔が設けられていること
を特徴とするものである。
又、請求項９に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項８の
何れかに記載のマイクロニードルアレイにおいて、上記一対のマイクロニードルアレイ要
素の長さを変えるようにしたことを特徴とするものである。
又、請求項１０に記載された発明によるマイクロニードルアレイは、請求項１～請求項９
の何れかに記載のマイクロニードルアレイを、一対のマイクロニードルアレイ要素の貼り
合せ方向に複数連結するようにしたことを特徴とするものである。
又、請求項１１に記載された発明によるマイクロニードルアレイ製造方法は、　一対のマ
イクロニードルアレイ要素を用意し、上記一対のマイクロニードルアレイ要素を貼り合わ
せることによりマイクロニードルアレイを得るようにしたことを特徴とするものである。
又、請求項１２に記載された発明によるマイクロニードルアレイ製造方法は、　請求項１
１記載のイクロニードルアレイ製造方法において、上記一対のマイクロニードルアレイ要
素を貼り合わせる際、それぞれの先端部を非接着状態とするようにしたことを特徴とする
ものである。
又、請求項１３に記載された発明によるマイクロニードルアレイ製造方法は、　　請求項
１１又は請求項１２記載のマイクロニードルアレイ製造方法において、　上記マイクロニ
ードルアレイ要素は、上型及び下型を使用した射出成型法により成形され、その際、上記
マイクロニードル要素の軸方向が上記上型及び下型の抜き方向に対して直交する方向に指
向されていることを特徴とするものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　次に、図４及び図５を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。この実施の形態
の場合には、一対のマイクロニードルアレイ要素３、３のニードル部７ｂ、７ｂの先端部
にオフセット部７ｃを設けているものである。すなわち、一方のニードル部７ｂのオフセ
ット部７ｃは、対向する他方のニードル部７ｂ側に所定量突出された状態となっており、
同様に、他方のニードル部７ｂのオフセット部７ｃは、対向する一方のニードル部７ｂ側
に所定量突出された状態となっている。それによって、非接着部におけるバルブ機能をさ
らに高めようとするものである。つまり、圧力が作用していない状態では、一対のオフセ
ット部７ｃ、７ｃが相互に弾接された状態にあり、確実に閉じた状態を提供しているもの
である。又、圧力が作用した場合には、一対のオフセット部７ｃ、７ｃが相互に離間する
方向に移動し開放状態とするものである。
　尚、その他の構成は前記第１の実施の形態の場合と同様であり、よって、同一部分には
同一符号を付して示しその説明は省略する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　上記構成によると、図５（ａ）に示すように、マイクロニードル１７を皮膚２１に差し
込んだ状態では、一対のニードル部７ｂ、７ｂのオフセット部７ｃ、７ｃが弾性力によっ
て強固に閉じた状態にあるので、先端部が不用意に開放されることはなく、充填されてい
る薬液２３が流出してしまうようなこともない。
　これに対して、例えば、充填されている薬液に圧力を作用させると、一対のニードル部
７ｂ、７ｂのオフセット部７ｃ、７ｃが弾性力に抗して相互に離間する方向に変形せられ
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、その結果、開放されて薬液２３が流出することになる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　次に、図６及び図７を参照して、本発明の第３の実施の形態を説明する。この第３の実
施の形態の場合には、マイクロニードルアレイ要素３の要素基材５に横流路用凹部３１、
３３を形成したものである。そして、上記一対のマイクロニードルアレイ要素３、３を貼
り合わせる。それによって、図７に示すように、横流路３５、３７が構成されることにな
る。
尚、その他の構成は前記第１の実施の形態の場合と同様であり、よって、同一部分には同
一符号を付して示しその説明は省略する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
次に、図８を参照して本発明の第４の実施の形態を説明する。この場合には、マイクロニ
ードルアレイ要素３のニードル部７ｂの先端に横孔用凹部４１を形成したものである。そ
して、そのような構成のマイクロニードルアレイ要素３を貼り合わせることにより、図８
（ｂ）に示すように、横孔４３が構成されることになり、この横孔４３を介して内部に充
填されている薬液を皮下に注入するものである。
尚、この場合には、ニードル部７ｂ、７ｂは全面的に接着されることになる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
次に、図９を参照して本発明の第５の実施の形態を説明する。この場合には、マイクロニ
ードルアレイ要素３のニードル部７ｂにかえし用凸部５１を成形したものである。そして
、そのような構成のマイクロニードルアレイ要素３、３を貼り合わせることにより、図９
（ｂ）に示すように、かえし５３が構成されることになり、このかえし５３によって、皮
膚から不用意に抜けないマイクロニードル１５を備えたマイクロニードルアレイ１を得る
ことができるものである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　次に、図１０及び図１１を参照して本発明の第６の実施の形態を説明する。この実施の
形態の場合には、前記第１の実施の形態で説明したマイクロニードルアレイ１を連結した
構成を示すものである。その際、マイクロニードルアレイ１を連結するために、図１１（
ｂ）に示すように、連結用ピン６１、連結用孔６３を設ける必要がある。
尚、その他の構成は前記第１の実施の形態の場合と同様であり、よって、同一部分には同
一符号を付して示しその説明は省略する。
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